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７．活用手法の検討                                         

（１）財政比較 

基本計画における旧武蔵台中学校の活用の方向性では、「売却、賃貸の順で検討を進める」とし

ています。ここでは、活用手法の検討として下表のとおり、売却と賃貸に関して、収入面と支出面から

財政比較を行いました。 

表６：財政比較 

項目 売却 賃貸 

収
入 

契約時 

（契約期間中） 

・売却時に譲渡収入がある 

※売却価格は不動産鑑定等を基に算定

した時価を想定 

・借地期間中に一定の賃料収入がある 

※賃貸価格は不動産鑑定等を基に算定

した時価を想定 

租税公課 ・毎年度、土地、建物等に係る固定資産

税等の収入がある 

・法人の場合は法人市民税の収入がある 

・なし 

 

・法人の場合は法人市民税の収入がある 

間接的な収入 ・本社を設置した場合は法人税の収入があ

る 

・交流人口の増加等に伴う収入が見込める 

・本社を設置した場合は法人税の収入があ

る 

・交流人口の増加等に伴う収入が見込める 

支
出 

活用に伴う改装費 ・なし（購入者負担） ・なし（借主負担） 

維持管理費 ・なし（購入者負担） ・水道光熱費等（借主負担）を除く既存

施設の法定点検等の費用について、契約

内容に応じ、貸主（市）が一部負担する 

日常修繕費 ・なし（購入者負担） ・施設の経年劣化による簡易的な修繕の

費用について、契約内容に応じ、貸主

（市）が一部負担する 

大規模改修費 ・なし（購入者負担） ・大規模改修の費用について貸主（市）

が負担する 

建物除却費 ・なし（購入者負担） 

 ※売却価格から差引くことを検討 

・物理的耐用年数を迎えた場合、建物除

却の費用について貸主（市）が負担する 

起債返済 ・あり（要繰上償還） ・あり（通常償還） 

学校関係国庫

補助金の返還

又は基金積立 

・あり ・あり 

まとめ 

・売却収入が得られる 

・固定資産税等の収入が得られる 

・維持管理は購入者が行うため、費用及び

事務負担が不要となる 

・賃料収入が得られる 

・借主が維持管理を行うのが基本となるた

め、費用及び事務負担は少なくなるが、市

の所有であるため、大規模改修等の費用

負担が必要となる 

 

収入面において売却の場合は、売却時の譲渡収入と合わせて、売却後の固定資産税等の収入

が継続的に見込める可能性があります。賃貸の場合は、長期間継続して貸出すことができれば、売

却価格を上回る収入が得られる可能性があります。 
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支出面において売却の場合は、維持管理費や日常修繕費等の費用が不要となります。賃貸の場

合は、契約期間中の維持管理費及び日常修繕費の一部や大規模改修費、建物除却費として約

８億円から 12億円の費用が生じる可能性があります。 

以上のことから、賃貸よりも売却の方が収入を見込めるとともに、売却の場合は維持管理や修繕・

改修を購入者が行うため、費用及び事務費が不要となることから、大幅な財政負担の軽減を図ること

ができます。 

活用手法としては、本市のまちづくりの方針を踏まえ、財政に及ぼす影響の観点から、売却を優先

とします。ただし、売却先が見つからない場合は、賃貸による活用も視野に入れ、柔軟な対応を行うこ

ととします。 

 

（２）財産の管理及び処分 

財産の分類とそれに応じた管理及び処分等について、下図のとおり整理しました。 

 

図３：本市における財産の種類（地方自治法による財産の分類） 
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表７：財産の管理及び処分等 

 

学校跡地を民間事業者等が活用する場合、売却、賃貸にかかわらず、本市における財産区分は

普通財産です。賃貸により活用する場合は、土地建物賃貸借契約により条件を定めることになり、ま

た、憲法第 89条により制限される用途を目的とした活用はできません。 

売却、賃貸いずれの場合も、適正な価格で取引を行う必要があるため、不動産鑑定評価等に基

づき、適正な価格を決定します。 

また、本市においては『財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例』により、「普通財産の譲与

又は減額譲渡」が可能な場合の条件、「無償貸付又は減額貸付」が可能な場合の条件が、それぞ

れ定められています。 

なお、この条例に該当しない減額譲渡や無償貸付等に関しては、別途議会の議決が必要です。 


